
議案第７０号 

 

   市長の専決処分事項の承認を求めることについて 

 大田原市柔道事故調査委員会条例の制定について、地方自治法（昭和２２年法律第６７

号）第１７９条第１項の規定に基づき、別紙のとおり専決処分したので、同条第３項の規

定により報告し、議会の承認を求める。 

 

 平成２８年１２月５日提出 

 

大田原市長 津 久 井 富 雄   

 

 

 

  



専決第１２号 

 

専 決 処 分 書 

 

 大田原市柔道事故調査委員会条例の制定については、議会の議決すべき事件について特

に緊急を要するため議会を招集する時間的余裕がないことが明らかであると認めるので、

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１７９条第１項の規定に基づき、別紙のとおり

専決処分する。 

 

 平成２８年１０月１２日 

 

大田原市長 津 久 井 富 雄   

 

 

 

  



大田原市柔道事故調査委員会条例 

（設置） 

第１条 平成２８年８月７日に大田原市立大田原中学校柔道部において発生した事故（以

下「調査対象事故」という。）を受け、調査対象事故の事実関係を調査するとともに、

柔道部の部活動における事故の再発防止に関する提言を行うため、大田原市柔道事故調

査委員会（以下「委員会」という。）を設置する。 

（委員会の所掌事務） 

第２条 委員会は、次に掲げる事務を所掌する。 

⑴ 調査対象事故の事実関係の調査に関すること。 

⑵ 前号の調査結果に基づき、調査対象事故の原因について分析すること。 

⑶ 前２号に掲げるもののほか、柔道部の部活動における事故の再発防止に関する提言

を行うこと。 

（委員会の組織及び委員） 

第３条 委員会は、委員５人以内をもって組織する。 

２ 委員は、第１１条に規定する選考方針に則り、優れた識見を有する者のうちから、大

田原市教育委員会（以下「教育委員会」という。）が委嘱する。 

３ 前項の規定にかかわらず、調査対象事故に関し利害関係を有する者は、委員となるこ

とができない。 

４ 委員は、地方公務員法（昭和２５年法律第２６１号）第３条第３項第３号に規定する

非常勤の特別職とする。 

５ 教育委員会は、委員が次の各号のいずれかに該当するときは、その委員を解任するこ

とができる。 

⑴ 心身の故障により、職務を行うことができないと認めるとき。 

⑵ その職に必要な適格性を欠くと認めるとき。 

（任期） 

第４条 委員の任期は、前条第２項に規定する委嘱の日から第８条の報告書を教育委員会

に提出した日までとする。 

２ 委員が任期の途中にその職を退いたときは、後任者は、前項に定める任期を引き継ぐ

ものとする。 

（委員長及び副委員長） 

第５条 委員会に委員長及び副委員長１人を置き、委員の互選により選出する。 

２ 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。 

３ 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたときは、そ

の職務を代理する。 

（会議等） 

第６条 委員会の会議（以下「会議」という。）は、委員長が招集し、その議長となる。 



ただし、最初の会議は、教育委員会教育長が招集するものとする。 

２ 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。 

３ 委員会は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、説明若し

くは意見を聴き、又は資料の提出を求めることができる。 

４ 会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決す

るところによる。 

５ 会議は、非公開とする。ただし、委員会が特に必要があると認める場合は、この限り

でない。 

６ 委員会は、会議録を作成し、規則で定める方法により公表するものとする。ただし、

公表に当たっては、個人情報の保護等のため、関係法令及び他の条例の趣旨に照らし、

必要な配慮をしなければならない。 

（服務） 

第７条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様と

する。 

２ 委員は、中立かつ公正にその職務を行うものとする。 

（報告等） 

第８条 委員長は、調査対象事故の調査等を終えたときは、報告書を作成し、速やかに教

育委員会に提出しなければならない。 

２ 教育委員会は、前項の規定による報告書が提出されたときは、速やかに公表するもの

とする。この場合において、第６条第６項の規定は、報告書の公表方法について準用す

る。 

（報酬及び費用弁償） 

第９条 委員の報酬及び費用弁償については、大田原市特別職の職員等で非常勤のものの

報酬及び費用弁償に関する条例（昭和３１年条例第１５号）の定めるところによる。 

（検討会議） 

第１０条 委員会委員の選考に関し、大田原市柔道事故調査委員会委員の選考方針検討会

議（以下「検討会議」という。）を設置する。 

（検討会議の所掌事務） 

第１１条 委員会の所掌事務の適切な執行に資するため、検討会議は、委員会委員の選考

について中立かつ公平を確保した選考方針を定め、教育委員会に報告を行う。 

（検討会議の組織及び委員） 

第１２条 検討会議は、委員（以下「検討会議委員」という。）３人をもって組織し、次

の各号に定める者の中から教育委員会が委嘱する。 

⑴ 市の顧問弁護士（大田原市顧問弁護士設置規則（平成元年規則第７号）で規定する

者をいう。） 

⑵ 那須郡市医師会の会長 



⑶ 学校教育に関し識見を有する者 

２ 前項の規定にかかわらず、調査対象事故に関し利害関係を有する者は、検討会議委員

となることができない。 

（任期） 

第１３条 検討会議委員の任期は、前条に規定する委嘱の日から第１１条に規定する報告

を行った日までとする。 

（準用） 

第１４条 第３条（第４項及び第５項に限る。）、第５条、第６条（第３項を除く。）、

第７条及び第９条の規定は、検討会議についてそれぞれ準用する。この場合において、

「委員会」とあるのは「検討会議」と、「委員」とあるのは「検討会議委員」と読み替

えるものとする。 

（庶務） 

第１５条 委員会及び検討会議の庶務は、教育委員会事務局教育部学校教育課において処

理する。 

（委任） 

第１６条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定

める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、公布の日から施行する。 

（大田原市特別職の職員等で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正 

） 

２ 大田原市特別職の職員等で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例（昭和３１

年条例第１５号）の一部を次のように改正する。 

別表早期総合発達支援協議会委員の次に、次のように加える。 

柔道事故調査委員会委員 同 １５,０００円 

柔道事故調査委員会委員の選考方針検討会議委員 同 １５,０００円 

 

 


